
鉱石運搬船及び液化ガスばら積船の船級維持検査に関する事項 

改正規則 
鋼船規則 B 編 
（日本籍船舶用） 

改正理由 
鉱石運搬船に対する就航後の船体検査については IACS 統一規則 Z10.5 に規定され

ており，船側バラストタンクの検査に関してはシングルハル油タンカーに対する同

様の要件である統一規則Z10.1の船側バラストタンクに関する要件を参照している

が，船側区画が空所となっている場合についての適切な検査要件が規定されていな

かった。 
 
このため，IACS は，鉱石運搬船の船側区画に関する検査要件を明確化すべく，統

一規則Z10.1のシングルハル油タンカーの船側バラストタンクに関する要件をベー

スとして統一規則 Z10.5 の改正を行い，Z10.5(Rev.6)として採択した。 
 
また，液化ガスばら積船のバラストタンクについて適切な検査要件を規定すべきで

あるとの意見が有ったことから，IACS は液化ガスばら積み船に対する就航後の船

体検査を規定する新たな統一規則を作成し，Z7.2 として採択した。 
 
今般，IACS 統一規則 Z10.5(Rev.6)及び Z7.2 に基づき，関連規定を改めた。 

改正内容 
(1) 鉱石運搬船について，定期検査における精密検査対象部材を，一般のばら積貨

物船と分離して規定した。 
(2) 液化ガスばら積船について，年次検査，中間検査及び定期検査における船体検

査に関する要件を規定した。 


